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長期継続契約対象業務 



委託第２６号 学校用務員業務委託 仕様書 

 

この仕様書は業務委託の大要を示すものであるから、状況に応じ軽微なものについては、この仕様書

に記載のない事項については、発注者と受注者で協議の上、必要と認めるものについては契約金額の範

囲内において実施するものとする。 

 

1. 業務場所 

№ 学 校 名 勤  務  地 電話番号 

１ 下 田 小 学 校 おいらせ町舘越 38-1 0178-56-2250 

２ 木内々小学校 おいらせ町染屋 101-7 0178-56-3562 

３ 木ノ下小学校 おいらせ町青葉六丁目 50―184 0176-57-0222 

４ 百 石 小 学 校 おいらせ町牛込平 20－1 0178-52-2458 

５ 甲 洋 小 学 校 おいらせ町一川目四丁目 6-10 0178-52-3464 

６ 下 田 中 学 校 おいらせ町立蛇 114-3 0178-56-2640 

７ 木ノ下中学校 おいらせ町上久保 22-2 0178-56-2245 

８ 百 石 中 学 校 おいらせ町東下谷地 116 0178-52-2454 

  

2. 業務従事者等の配置 

(1) 業務従事者 １０名（各学校１名、木ノ下小学校及び百石中学校は２名） 

   主に各学校において常駐し、業務責任者の指揮により業務を実施する者とする。 

業務従事者が休暇等の場合に、代替員として非常勤の業務従事者に勤務させるものとする。 

(2) 業務責任者 １名 

業務を総合的に把握し、業務を円滑にするために発注者及び学校施設責任者（学校長等）との

連絡調整を行うものとする。毎月１回(毎月１日)以上各学校を巡回し、業務従事者への指示・

助言、発注者との協議・調整を行うものとする。なお、業務責任者は上記の業務従事者から１

名選任し、兼務するものとする。 

 (3) 上記の者は、いずれも普通自動車免許証の所持者及び小型車両系建設機械技能講習終了者である 

こと。 

     

3. 業務期間及び実施時間 

(1) 契約期間 

令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月 31日まで〔3カ年継続契約〕 

(2) 平  日 

午前 6時 30から午後 3時 30分まで  

（除雪等、業務の都合により、早い時間に出勤した場合は、終業時間を調整する） 

(3) 夏季休業（概ね 7月 22日から 8月 23日） 

休業期間のうち、１２日勤務 

(4) 冬季休業（概ね 12月 24日から 1月 14日） 

休業期間のうち、７日勤務 

 



 (5) その他 

   学校行事等で土曜日・日曜日・祝日に勤務した場合は、学校行事等の振替日は勤務を要しない。 

 

4. 業務内容  

 (1) 町教育委員会等への外勤用務…週３回（月・水・金の午後） 

 (2) 校長室、職員室、当直室、玄関及び付随する廊下、物置、来客用トイレ等の清掃、整理整頓 

 (3) ボイラーの操作点検及び燃料等補給 

 (4) ゴミの収集、整理 

 (5) 学校行事、各種会議等の準備及び後始末 

 (6) 校舎内外の小破修理、清掃等 

 (7) 校舎周辺及び校庭の除草…４月から１０月まで（除草の範囲及び頻度については、各学校長から

業務責任者に指示する。） 

 (8) 来客の接待及び、電話の受付 

 (9)  校舎の開鍵 

 (10) 水道、浄化槽等の日常点検 

 (11) 給排水施設（受水槽・高架水槽含む）の凍結防止作業等…冬季間前に作業を行うこと。 

(12) 給食（牛乳・パン・麺）の納品確認及び温度を記録 

※確認の際はゴム手袋を着用すること。 

(13) 校舎周辺及び校庭の除雪 

(14) その他、教育委員会学務課及び各学校長が必要と認める用務…随時、業務責任者に指示する。 

 

5. 業務の報告及び請求・支払い  

 (1) 受注者は、毎月、業務完了後に「学校用務員業務点検一覧表（各校）」及び、「業務従事者雇用状 

況報告書」を発注者に提出すること。 

 (2) 受注者は、上記書類提出時に請求書を発注者に提出すること。発注者は請求書の提出日から３０ 

日以内に受注者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。 

 

6. 受注者の負担の範囲 

 (1) 業務の実施に必要な電気、ガス、水道等は各学校において無償で使用できるものとする。 

 (2) 業務に必要な器具・掃除用具は、各学校に備え付けのものを無償で使用できるものとする。ただ

し、ゴム手袋等の消耗品、受注者指定の名札や制服等は、全て受注者の負担とする。 

（3） 町教育委員会等への外勤用務(週３回)の交通費は、全て受注者の負担とする。 

 (4) 発注者は、業務従事者の休憩場所として、休憩室を提供するものとする。 

(5) 業務中に業務従事者等に起こった事故等については、発注者は一切責任を負わないものとする。 

 

7. 連絡調整 

 (1) 受注者は、発注者と十分に連絡調整を行い、業務を実施しなければならない。 

(2) 受注者は、業務従事者を指揮・監督するための業務責任者を定め、日常の具体の連絡調整は、

業務責任者を通じて行うこと。 

(3) 発注者は受注者に対し、月次・週次の学校行事などを示すとともに、調整を行うものとする。 



 

8. 業務従事者等の通知 

 (1) 受注者は、業務従事者及び業務責任者の履歴その他必要な事項を書面により発注者に提出するこ

と。 

 (2) 業務従事者及び業務責任者を交替した場合も同様とする。 

(3) 業務責任者は、発注者と連絡を取れるように受注者負担の携帯電話を携帯すること。また、携

帯電話の番号については、発注者に文書にて通知すること。 

 

9. 業務に関する特記事項 

 (1) 業務責任者は、毎月１回以上各学校を巡回し、各学校長等と打合せを行い、仕様書で定められた

業務を業務従事者が最大限に遂行できるよう、業務従事者に指示及び助言を行うこと。 

(2) 業務責任者は、適切に業務従事者の管理を行い、円滑に業務を遂行させなければならない。 

(3) 業務従事者は、各学校に常駐し日常的な用務を行い、除雪等の特定の作業や突発的な作業が必

要なときは、業務責任者からの指示を受け行うこと。 

(4) 業務従事者等は、受注者指定の名札及び制服を着用すること。 

(5)  受注者は、必要に応じて業務従事者等に研修等を行い、安全に配慮すること。 

(6)  受注者は、業務従事者等に結核検診を含む健康診断を受けさせること。 

(7)  受注者が本契約に基づき業務を実施中に、受注者の責めの事由によって第三者に与えた身体並び

に財産上の損害については、受注者の責任として必要な保険をかけること。契約後に契約書の写

しを発注者に提出すること。 

(8)  業務従事者等は、児童、生徒に対しては親切を旨とし、外来者には丁寧に対応すること。 

(9)  業務従事者等は、業務上知り得た個人情報について情報漏えいがないように注意しなければなら

ない。また、契約終了後も同様とする。 

(10) 発注者は、業務従事者及び業務責任者に関し、学校の円滑な運営に支障があると認めたときは、

理由を示して受注者に必要な指示をすることができるものとする。 

 

10. その他 

(1) 業務期間中は、基本的に最低賃金及び社会保険料等（以下「最低賃金等」という。）の変動による

変更契約は要しないものとする。ただし、最低賃金等が大きく変動したことにより、最低賃金等の

確保が困難となる場合は、発注者と受注者が協議により変更契約できるものとする。 

(2) この契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に規定する長期継続契約であ

るため、発注者はこの契約を締結した会計年度の翌年度以降において、歳出予算におけるこの契約

の契約金額について減額又は削減された場合には、この契約を変更又は解除することができる。 

① (2)の場合において、この契約を変更又は解除しようとするときは、速やかに受注者に通知する

ものとする。 

② (2)の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、

発注者は受注者に対して損害賠償の責を負う。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議

して定める。 

 

 



入札書作成留意事項 

当該入札については、3 か年の長期契約を予定しているため、作成の際は人件費や物価上昇の影響

を考慮して、3 年分の総額で入札書を作成すること。 

 


